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キャッシュカード規定 
 

１．カードの利用 

普通預金（総合口座の普通預金を含みます。以下同様とします。）について発行した

キャッシュカード（以下「カード」といいます。）は、当該口座について、次のとき

に利用することができます。 

（１）当社ならびに当社が現金自動預入支払機（以下「ＡＴＭ」といいます。）の

相互利用による現金払出業務を提携した金融機関（以下「払出提携先」とい

います。）のＡＴＭを利用して普通預金を払い戻すとき、ならびに総合口座

取引の当座貸越を利用して普通預金を払い戻す（以下、普通預金を払い戻す

こと、当座貸越を利用して普通預金を払い戻すことを単に「預金の払戻し」

といいます。）とき。 

（２）当社ならびに当社がＡＴＭの相互利用による現金預入業務を提携した金融機

関（以下「預入提携先」といいます。）のＡＴＭを利用して普通預金に預け

入れるとき、また総合口座取引の普通預金について発行したカードについて

は、当社のＡＴＭを利用して総合口座取引の定期預金に預け入れる（以下、

普通預金に預け入れること、総合口座取引の定期預金に預け入れることを単

に「預金の預入れ」といいます。）とき。 

（３）当社のＡＴＭを利用して預金の払戻しを行ない、同時に代わり金をほかの預

金に通帳を使用して預け入れる（以下この取扱いを「振替入金」といいま

す。）とき、ならびに総合口座定期預金の自動解約予約をするとき。（定期

預金の解約については、一部、お取扱いできないときもあります。） 

（４）当社のＡＴＭを使用して、普通預金から払い戻して振込を行なうとき。（以

下「振込」といいます。） 

（５）その他当社が定める取引。 

 

２．ＡＴＭによる預金の預入れ 

（１）ＡＴＭを使用して預金を預け入れるときは、ＡＴＭにカードまたは通帳を挿

入し、現金を投入してください。入金方法としてつぎのものがあります。 

①カードのみによる入金 

②通帳のみによる入金 

③カードと通帳を使用しての入金 

（２）ＡＴＭによる預入れは、ＡＴＭの種類により当社（預入提携先のＡＴＭ使用

のときは、その預入提携先）が定めた種類の紙幣ならびに硬貨に限ります。

また、１回あたりの預入れは、当社（または預入提携先）が定めた枚数によ

る金額の範囲内とします。 

 

３．ＡＴＭによる預金の払戻し・振込 

（１）ＡＴＭを使用して預金を払い戻すときまたは振込を行なうときは、ＡＴＭに

カードを挿入し、届出の暗証番号と金額等をボタンにより操作してくださ

い。このとき、払戻請求書の提出は必要ありません。 

（２）ＡＴＭによる払戻しは、当社（提携先のＡＴＭ使用のときは、その提携先）

が定めた金額の範囲内とします。またＡＴＭによる１回あたりの振込につい

ても当社が定めた金額の範囲内とします。なお、１日あたりの払戻しは当社

所定の金額の範囲内とします。ただし、当社が指定した機種のＡＴＭを預金

者が自ら操作して、つぎの利用項目を変更することができます。 

・１日あたりの払戻し限度枠の減枠 

・１日あたりの振込・振替限度枠の減枠 
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・１か月あたりのご利用限度枠の減枠 

なお、都合により増枠・停止等の解除を希望されるときは、取引店窓口また

はインターネットバンキングでの手続となります。 

（３）当社ならびに提携先のＡＴＭによる払戻し、または振込を行なうときに、払

戻金または振込金と４．の手数料金額との合計額が、払い戻すことのできる

金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）を超えるときは、払い

戻すことができません。 

（４）ＡＴＭの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、Ａ

ＴＭでのこの振込の取消しはできません。取消しを必要とするときは、窓口

営業時間内に振込を行なったＡＴＭ設置店の窓口に申し出てください。この

ときは、組戻し手続により手続するものとし、組戻し不能のときに生じた損

害については、当社は責任を負いません。 

 

４．自動機利用手数料等 

（１）当社のＡＴＭを使用して当社の定める時間外に預金を払い戻すときは、当社

の定めるＡＴＭ利用手数料を支払ってください。提携先のＡＴＭを使用して

預金を払い戻すときには、提携先の所定のＡＴＭ利用手数料を支払っていた

だきます。ＡＴＭ使用の手数料は、預金の払戻し時に、通帳ならびに払戻請

求書なしで預金口座から自動的に引き落とします。なお、提携先の手数料に

ついては、当社から提携先に支払います。 

（２）ＡＴＭを使用して振込を行なうときには、当社または提携先所定の振込手数

料を支払ってください。この手数料は、預金の払戻し時に通帳ならびに払戻

請求書なしで預金口座から自動的に引き落とします。 

 

５．代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込 

（１）代理人（預金名義人の配偶者）による預金の預入れ、払戻しおよび振込を行

なうときは、本人から代理人の氏名、暗証番号を届け出てください。このと

き、当社は、代理人のためのカードを発行します。 

（２）代理人カードにより振込の依頼をするときには、振込依頼人名は預金者本人

名義となります。 

（３）代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。 

 

６．ＡＴＭ故障時等の取扱い 

（１）停電・故障等によりＡＴＭによる預入れができないときは、当社本支店窓口

の営業時間内においてカードによる預金の預入れができます。 

（２）停電・故障等によりＡＴＭによる払出しができないときは、窓口営業時間内

において、当社がＡＴＭ故障時等取扱いとして定めた金額を限度として、当

社本支店の窓口でカードにより預金の払戻しならびに振込を行なうことがで

きます。なお、提携先の窓口ならびに提携先カードでは、この取扱いはいた

しません。また､営業店以外に設置しているＡＴＭが停電・障害等により払

出しができないときであっても、当社はその責任を負いません。 

（３）上記（２）による払戻しを受けるときまたは振込を行なうときには、当社所

定の払戻請求書におなまえ、金額を記入のうえ、カードとともに提出してく

ださい。口座から出金する際に当社の窓口に設置してある暗証番号入力機か

ら届出の暗証番号を入力していただきます。なお、振込のときには、ほかに

当社所定の振込依頼書に必要事項を記入し提出してください。 

 

７．一体型カードによる預金の預入れ・払戻しおよび振込等 
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（１）Ｖｉｓａカード等（以下「クレジットカード」といいます。）と一体型のカ

ードは、通常のカードと同様に預金の預入れ・払戻し・振込等ができます。

また、カード使用とクレジットカードの使用は、区分を間違いのないよう注

意してください。使用相違による損害については、当社は責任を負いませ

ん。 

（２）クレジットカードの使用については、クレジットカード規定に定める規定に

よるものとします。 

 

８．Jデビットサービス機能 

当社発行のカードは、すべてＪデビット機能が付加されております。また、Ｊデビッ

トカードの機能が必要ないときは、窓口で機能を停止することができます。 

 

９．カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入 

（１）カードにより預け入れた金額、払戻し金額および４．による手数料金額の通

帳記入は、通帳を当社のＡＴＭならびに通帳記入機で使用されたときまたは

当社本支店の窓口に提出されたときに行ないます。 

（２）カードによるご利用その他通帳への未記入が当社の定める件数を超えたとき

は、入金、出金を合計して表示し、別途、取引明細を郵送します。 

 

１０．カード・暗証番号の管理等 

（１）当社は、ＡＴＭの操作の際に使用されたカードが、当社が本人に交付したカ

ードであること、ならびに入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致す

ることを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行ないます。当社

の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に

使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたし

ます。 

（２）カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・

電話番号および他人に推測されやすい番号等の利用を避け、他人に知られな

いよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用

されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときに

は、すみやかに本人から当社に通知してください。この通知を受けたとき

は、ただちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。 

 

１１．偽造カード等による払戻し等 

（１）偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意によるときまた

は当該払出しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があ

ることを当社が証明したときを除き、その効力を生じないものとします。こ

のとき、本人は、当社所定の書類を提出し、カードならびに暗証番号の管理

状況、被害状況、警察署への通知状況等について当社の調査に協力するもの

とします。 

（２）前項の規定は、個人のお客さまを対象とします。 

（３）上記（１）前段の除外事由に該当し、払戻しの効力が生じるときならびに法

人等のお客さまのときには、別途、当社制定の「偽変造カード等の不正使用

による預金補償規定」によるものとします。 

 

１２．盗難カードによる払戻し等 

（１）カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについ

ては、次の各号のすべてに該当するとき、本人は当社に対して当該払戻しに
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かかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請

求することができます。 

①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行なわれている

こと。 

②当社の調査に対し、本人より十分な説明が行なわれていること。 

③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったこ

とが推測される事実を確認できるものを示していること。 

（２）前項の請求がなされたとき、当該払戻しが本人の故意によるときを除き、当

社は、当社へ通知が行なわれた日の３０日（ただし、当社に通知することが

できないやむを得ない事情があることを本人が証明したときは、３０日にそ

の事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた

払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額（以

下「補てん対象額」といいます。）を補てんするものとします。ただし、当

該払戻しが行なわれたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、

本人に過失があることを当社が証明したときには、当社は、補てん対象額の

４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当社への通知が、盗難が行なわれた日（当

該盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード

等を用いて行なわれた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日。）から、２

年を経過する日後に行なわれたときには、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した

ときには、当社は補てん責任を負いません。 

①当該払戻しが行なわれたことについて当社が善意かつ無過失であり、か

つ、次のいずれかに該当するとき 

      Ａ． 本人に重大な過失があることを当社が証明したとき 

      Ｂ． 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、ま

たは家事使用人によって行なわれた払戻し 

      Ｃ． 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事

項について偽りの説明を行なったとき 

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカ

ードが盗難にあったとき 

（５）上記（１）ならびに（２）の規定は、個人のお客さまのみに適用されるもの

とし、個人以外のお客さまのときは、別途、当社制定の「偽変造カード等の

不正使用による預金補償規定」によるものとします。 

（６）前５項の規定により、補てんの対象とならないときであっても、別途、当社

制定の「偽変造カード等の不正使用による預金補償規定」により補償される

ときがあります。 

  

１３．カードの紛失、届出事項の変更等 

（１）届出の住所・電話番号等を変更されたときには、ただちに当社所定の方法に

より変更の手続を行なってください。 

（２）届出の氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があったときには、

ただちに当社へお申出ください。変更の手続が必要です。 

（３）カードを紛失、盗難されたときには、ただちに当社へお申出ください。紛

失、盗難のお届けならびにカード再発行には当社所定の手続が必要です。 

（４）カードの再発行にあたっては、当社の定める手数料をいただきます。 

  

１４．ＡＴＭへの誤入力等 
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ＡＴＭの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社は責任

を負いません。なお、預入提携先・払出提携先・振込提携先のＡＴＭで預金の預入

れ、払戻しまたは振込を行なったときの預入提携先・払出提携先・振込提携先の責

任についても同様とします。 

 

１５．解約、カードの利用停止等 

（１）預金口座を解約するときまたはカードの利用を取りやめるときには、そのカ

ードを返却してください。なお、当社普通預金規定または貯蓄預金規定によ

り、預金口座が解約されたときにも同様に返却してください。 

（２）カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めたときに

は、その利用をお断わりすることがあります。このとき、当社からの請求が

あり次第、ただちにカードを当社に返却してください。 

（３）次のときには、カードの利用を停止することがあります。このとき、当社の

窓口において当社所定の本人確認書類の提示を受け、当社が停止すべき事由

がなくなったと判断したときに停止を解除します。 

①第１６条に定める規定に違反したとき 

②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社が別途表示する一定

の期間が経過したとき 

③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社

が判断したとき 

 

１６．譲渡、質入れ等の禁止 

カードは、譲渡、質入れまたは貸与することができません。 

 

１７．規定の適用 

この規定に定めのない事項については、当社の普通預金規定、総合口座取引規定、

貯蓄預金規定、定期預金規定、積立定期預金規定、カードローン規定、当座貸越規

定、クレジットカード規定により取り扱います。なお、振込提携先のＡＴＭを利用

したときには、当社振込規定に代えて振込提携先の振込規定により取り扱います。 

 

１８．規定の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変

更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容

について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することによ

り、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用さ

れます。 

 

１９．準拠法 

本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他法的手続につ

いては、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

以上 

（2020 年 4月 1日現在） 
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IC キャッシュカード特約 
 

１．特約の適用範囲等 

（１）この特約は、ＩＣキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、

全国銀行協会標準仕様のＩＣキャッシュカードとしての機能その他当社所定の

取引にかかる機能（以下、かかる機能を総称して「ＩＣチップ提供機能」とい

います。）の利用を可能とするカードのことをいいます。）をご利用するにあ

たり適用される事項を定めるものです。 

（２）この特約は、キャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体と

して取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはキャッシュ

カード規定が適用されるものとします。 

（３）この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほか

はキャッシュカード規定の定義に従います。なお、ＩＣチップ内に蓄積・格納

された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。 

 

２．ＩＣチップ提供機能の利用範囲 

ＩＣチップ提供機能は、この機能の利用が可能なＡＴＭ、ＣＤその他の端末（以下、

「ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等」といいます。）を利用するときに、提供され

ます。 

 

３．ＩＣキャッシュカードの利用 

キャッシュカード規定第１条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、

一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりＩＣキャ

ッシュカードの利用ができないＡＴＭまたはＣＤを設置しているときがあります。こ

のとき、当該ＡＴＭまたはＣＤではキャッシュカード規定第１条の定めにかかわら

ず、ＩＣキャッシュカードは利用できません。 

 

４．１日あたりの払戻し金額 

当社は、当社ならびに払出提携先のＡＴＭまたはＣＤを利用した預金払戻しにおける

１日あたりの限度枠について、定めるものとします。 

 

５．振込カード機能 

（１）当社のＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等において振込を実施したときには、

ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等の画面指示に従って必要な操作をすること

により、ＩＣチップ内に当該振込にかかる振込先ならびに振込依頼人に関する

情報（以下「振込情報」といいます。）を、当社所定の件数を限度として格納

し次回以降の振込に利用することができます。 

（２）ＩＣチップ内に蓄積された振込情報は、ＩＣチップが故障したときには復元で

きません。また、ＩＣキャッシュカードを再発行・再交付するときには新しい

ＩＣキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。 

 

６．ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等の故障時の取扱い 

ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等の故障時には、ＩＣチップ提供機能の利用はでき

ません。 

 

７．ＩＣチップ読取不能時の取扱い等 

（１）ＩＣチップの故障等によって、ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等においてＩ
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Ｃチップを読み取ることができなくなったときには、ＩＣチップ提供機能の利

用はできません。このとき、当社所定の手続にしたがって、すみやかに当社に

キャッシュカードの再発行を申し出てください。 

（２）ＩＣチップの故障等によって、ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ等においてＩ

Ｃチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当社は

責任を負いません。 

（３）当社の都合により、当社所定の方法でＩＣキャッシュカードの再発行・再交付

を行なうときがあります。またそのとき、当社所定の手数料をいただきます。 

 

８．本特約の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本特約の内容を

変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容

について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、

これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されま

す。 

 

以上 

（ 2020年 4月 1日現在） 
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IC キャッシュカード生体認証（指静脈）特約 
 

ＩＣチップへの生体認証（指静脈）情報の登録が可能である当社所定の各種ＩＣキャッシ

ュカード（以下、総称して「生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカード」といいま

す）を、生体認証（指静脈）情報の登録を行なってご利用されるとき、この特約を適用し

ます。 

なお、この特約は、特段の定めのない限り、「キャッシュカード規定」の一部を構成する

とともに同規定と一体として取り扱われるものとします。 

 

１．生体認証（指静脈） 

（１）「生体認証」（指静脈）とは、本人の指の静脈構造情報の特徴をデータ化した

認証情報（以下「指静脈認証情報」という）を用いる当社所定の認証方式のこ

とをいい、当社との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつ

としてこれを利用することをいいます。 

（２）「生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカード」とは、ＩＣチップ内に本人

の指静脈認証情報を登録した生体認証（指静脈）機能付きＩＣキャッシュカー

ドのことをいいます。 

（３）「指静脈認証情報の照合」とは、生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカー

ドが使用されたときに、当該カードに登録された指静脈認証情報と、当社に事

前に届出のあった本人の指静脈認証情報を当社所定の方法により照合すること

をいいます。 

 

２．生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードの利用 

（１）当社所定のＡＴＭ（払出提携先・預入提携先・振込提携先のＡＴＭを含む）ま

たは当社本支店の窓口等において、生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカ

ードを利用して、払戻し、貸越、振込、各種照会、諸届その他当社所定の取引

（当社所定の手続により当社が承諾したときに限り、以下「払戻し等」とい

う）を行なうとき、当社は、使用されたカードが当社が本人に交付したカード

であることを確認し、指静脈認証情報の照合を行ないその同一性を確認し、入

力された暗証番号と利用された生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカード

の届出の暗証番号との一致を確認したうえで、払戻し等を取り扱います。 

（２）前項に基づく払戻し等についての１日あたりの限度枠は、それ以外の方法によ

る払戻し等と別に、当社が定めるものとします。 

 

３．指静脈認証情報の変更・削除 

（１）ＩＣチップ内に登録された指静脈認証情報を変更することはできません。登録

された指静脈認証情報とは別の情報を登録するときは、当社所定の手続により

生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードの再発行を受けたうえで、指静

脈認証情報を登録してください。なお、カードを再発行するときには、当社所

定の再発行手数料をいただきます。 

（２）当社が本人の求めに応じて生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードの再

発行に応じたとき、再発行を受けた生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカ

ードには、再発行前のカードに登録されていた指静脈認証情報は引き継がれま

せん。生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードとして利用するために

は、あらためて指静脈認証情報を登録してください。 

（３）登録された指静脈認証情報の削除を行なうときは、書面その他当社所定の方法

によって当社本支店の当社所定の窓口に届け出てください。当社は、当社所定

の手続により、生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードの提出を受け、
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登録された指静脈認証情報の削除を行ないます。 

 

４．障害時等の取扱い 

（１）指静脈認証情報の照合等を行なう当社所定の機器等に障害が生じたときその他

当社がやむを得ないと認める相当の事由があるときは、本特約に規定する手

続・取引を一時中止するときがあります。このとき、当社に故意または重大な

過失があるときを除き、当社は責任を負わないものとします。 

（２）当社所定の回数以上、指静脈認証情報の照合によりその同一性を確認できなか

ったときには、当該生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードを利用して

第２条第１項に定める払戻し等はできなくなります。 

 

５．代理人によるカードの利用 

（１）当社が認めることにより、生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードたる

代理人カードの発行を受けた代理人は、本人の同意を得て、当該カードのＩＣ

チップに当該代理人の指静脈認証情報を登録することができます。 

（２）代理人による生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードたる代理人カード

の利用等についても、この特約を適用します。 

 

６．特約の終了等 

この特約は、本人が生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードを当社に返却する

とともに、当社所定の方法により当該カードのＩＣチップに登録された指静脈認証情

報が削除されたときに、終了します。 

 

７．個人情報等 

（１）本人ならびに代理人は、当社との間で生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュ

カードを用いて取引するにあたり指静脈認証情報による本人確認を行なうため

に、以下について同意するものとします。 

① 本人ならびに代理人の指静脈認証情報を生体認証（指静脈）対応ＩＣキ

ャッシュカードのＩＣチップ内に記録・保管すること。 

② 本人ならびに代理人の申出により、 

Ａ）生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードのＩＣチップ内に指静

脈認証情報を登録するとき、 

Ｂ）指静脈認証情報の照合を行なうとき、 

Ｃ）登録された指静脈認証情報の削除をするとき、 

に、当社が本人または代理人の指静脈認証情報を取得・利用・保存・

廃棄すること。 

③ 本人ならびに代理人が、生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカード

を用いて払戻し等を行なうときに、当社が本人または代理人の指静脈認証

情報を取得・利用・保存・廃棄すること。 

（２）生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードのＩＣチップ内には、指静脈認

証情報が暗号化された状態で記録・保管されていますので、カードは大切に保

管してください。 

（３）生体認証（指静脈）対応ＩＣキャッシュカードのＩＣチップ内に登録された指

静脈認証情報の削除を本人ならびに代理人が希望するときは、第３条第３項に

よる手続を行なうことが必要です。 

 

８．本特約の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本特約の内容を
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変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容

について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、

これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されま

す。 

 

以上 

（ 2020年 4月 1日現在） 
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スルガ J デビットカード規定 
 

１．適用範囲 

次の各号のうちいずれかの者（以下「加盟店」といいます。）に対して、スルガＪデ

ビットカード（当社がスルガ銀行キャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッ

シュカードのうち普通預金（総合口座取引の普通預金を含みます。）その他当社所定

の預金のキャッシュカード（以下「カード」といいます。））を提示して、当該加盟

店が行なう商品の販売または役務の提供等（以下「売買取引」といいます。）につい

て当該加盟店に対して負担する債務（以下「売買取引債務」といいます。）を当該カ

ードの預金口座（以下「預金口座」といいます。）から預金の引落し（総合口座取引

規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。）によって支払う取引（以下「Ｊ

デビットカード取引」といいます。）については、この規定により取り扱います。 

（１）日本電子決済推進機構 （以下｢機構｣といいます｡）所定の加盟店規約（以下

｢規約｣といいます｡）を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の

会員である、または複数の金融機関（以下｢加盟店銀行｣といいます｡）と規約所

定の加盟店契約を締結した法人または個人（以下｢直接加盟店｣といいます｡）。

但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが直接加盟店で利用でき

ない場合があります。 

（２）規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人ま

たは個人（以下「間接加盟店」といいます。）。但し、規約所定の間接加盟店

契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合がありま

す。 

（３）規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締

結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人（以下

「組合事業加盟店」といいます。）。但し、規約所定の組合契約の定めに基づ

き、当社のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。 

 

２．利用方法等 

（１）カードをＪデビットカード取引に利用するときは、自らカード加盟店に設置さ

れたＪデビットカード取引に係る機能を備えた端末機（以下「端末機」といい

ます。）に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をし

てカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確

認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者（加盟店の従業員を含みま

す。）に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 

（２）端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利

用することはできません。 

（３）次のときには、Ｊデビットカード取引を行なうことはできません。 

①停電、故障等により端末機による取扱いができないとき 

②１回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、また

は最低限度額に満たないとき 

③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がＪデビットカード取

引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当するとき 

（４）次のときには、カードをＪデビットカード取引に利用することはできません。 

① 1日あたりのカード利用金額（スルガ銀行キャッシュカード規定による預

金の払戻金額を含みます。）が、当社が定めた範囲を超えるとき 

②当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力したとき 

③カード（磁気ストライプの電磁的記録を含みます。）が破損しているとき 

（５）当社がＪデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時
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間帯は、Ｊデビットカード取引を行なうことはできません。 

 

３．Ｊデビットカード取引契約等 

（１）前条第 1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表

す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を

預金口座の引落しによって支払う旨の契約（以下｢Jデビットカード取引契約｣と

いいます｡）が成立するものとします。 

（２）前項により Jデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされた

ものとみなします。 

①当社に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもと

づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落し

の指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 

②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者（以下「譲受

人」と総称します。）に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当

該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当社は、当該意思表

示を、譲受人に代わって受領します。 

（３）前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店または

その特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取

引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務

の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を

拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 

 

４．預金の復元等 

（１）Ｊデビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、Ｊデビ

ットカード取引契約が解除（合意解除を含みます。）、取消し等により適法に

解消されたとき（売買取引の解消と併せてＪデビットカード取引契約が解消さ

れたときを含みます。）であっても、加盟店以外の第三者（加盟店の特定承継

人ならびに当社を含みます。）に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支

払を請求する権利を有しないものとし、また当社に対して引き落とされた預金

の復元を請求することもできないものとします。 

（２）前項にかかわらず、Ｊデビットカード取引を行なった加盟店にカードならびに

加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元

を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当社に取消しの電文

を送信し、当社が当該電文をＪデビットカード取引契約が成立した当日中に受

信したときに限り当社は引き落とされた預金の復元をします。 

加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカード

を端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をし

て端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することが

できないときは、引き落とされた預金の復元はできません。 

（３）第１項または前項において引き落とされた預金の復元等ができないときは、加

盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 

（４）Ｊデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを

看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためＪデビットカード取引契約

が成立したときについても、本条第 1項から前項に準じて取り扱うものとしま

す。 

 

５．規定の準用 

本規約に定めのない事項については、スルガ銀行キャッシュカード規定（以下「カー
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ド規定」といいます。）により取り扱います。なお、カード規定の適用については、

同規定第３条第３項中「支払機」とあるのは「端末機」とし、第９条・１０条中「預

金機・支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」としま

す。 

 

６．規定の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更

する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容につ

いて当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これ

を変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 

 

以上 

（2020 年 4月 1日現在） 
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通帳出金サービス規定 
 

１．キャッシュカード（以下「カード」といいます。）をご利用のお客さまに限り、窓口

での所定の手続またはＡＴＭにて手続をすることにより当社の現金自動預入支払機

（以下「ＡＴＭ」といいます。）を使用して通帳により預金の払出しをすることがで

きます。 

 

２．通帳による払戻しに際しての暗証番号は、カードと同じ暗証番号によりお取引くださ

い。ＡＴＭに通帳を挿入し、届出の暗証番号と払戻金額をボタンにより操作してくだ

さい。このとき、払戻請求書の提出は、必要ありません。 

 

３．ＡＴＭの操作に際し、使用された通帳を当社が交付したものとして認識し、かつ、入

力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認の

うえ預金の払戻しを行ないます。 

 

４．盗難通帳による払戻し等 

（１）通帳の盗難または喪失により、他人に当該通帳を不正使用され生じた払戻しにつ

いては、次の各号のすべてに該当するとき、本人は当社に対して当該払戻しにかか

る損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求すること

ができます。 

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行なわれていること。 

② 当社の調査に対し、本人より十分な説明が行なわれていること。 

③ 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが

推測される事実を確認できるものを示していること。 

（２）前項の請求がなされたとき、当該払戻しが本人の故意によるときを除き、当社

は、当社へ通知が行なわれた日の３０日（ただし、当社に通知することができない

やむを得ない事情があることを本人が証明したときは、３０日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しにかかる損害

（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額（以下「補てん対象額」といい

ます。）を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行なわれたことについ

て、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した

ときには、当社は、補てん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとし

ます。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当社への通知が、盗難が行なわれた日（当該盗

難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難通帳を用いて行な

われた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日。）から、２年を経過する日後に行

なわれたときには、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明したとき

には、当社は補てん責任を負いません。 

①当該払戻しが行なわれたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当するとき 

 Ａ．本人に重大な過失があることを当社が証明したとき 

 Ｂ．本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事

使用人（家事全般を行なっている家政婦など。）によって行なわれた払戻し 

 Ｃ．本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行なったとき 

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳が盗

難にあったとき 
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（５）上記（１）ならびに（２）の規定は、個人のみのお客さまに適用されるものと

し、個人以外のお客さまのときは、別途、当社制定の「偽変造カード等の不正使用

による預金補償規定」によるものとします。 

（６）前５項の規定により、補てんの対象とならないときであっても、別途、当社制定

の「偽変造カード等の不正使用による預金補償規定」により補償されるときがあり

ます。 

 

５．通帳の記帳ページが終了した通帳では、払戻しの取扱いはできません。このときは、

カードにより払戻しをしてください。また、窓口で新通帳の交付手続をしてくださ

い。 

 

６．通帳による残高照会はできません。カードによる照会もしくは通帳への記帳により確

認してください。 

 

７．通帳により払戻しされる口座について代理人カードを発行しているとき、代理人の暗

証番号では通帳による払戻しはできません。 

 

８．ＡＴＭによる通帳での払戻しは、当社のＡＴＭに限るものとし、当社がＡＴＭの共同

利用による現金支払業務を提携している金融機関のＡＴＭでは、カードによる払戻し

のみで通帳による払戻しはできません。 

 

９．この規定に定めのない事項については、当社の普通預金規定（総合口座取引規定を含

みます。）貯蓄預金規定、定期預金規定、総合口座積立定期預金規定、当座貸越規定

により取り扱います。 

 

１０．法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変

更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容

について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することによ

り、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用さ

れます。 

以上 

（ 2020年 4月 1日現在） 
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Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス規定 
 

１．適用範囲 

（１）当社と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメン

トネットワーク運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規

約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人（以下「収納機

関」といいます。）、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人（以下

「収納受託法人」といいます。）の窓口に対して、キャッシュカードを提示し

て、後記３．（１）の預金口座振替の依頼を行なうサービス（以下「本サービ

ス」といいます。）については、この規定により取り扱います。 

なお、本規定におけるキャッシュカードは、当社が普通預金（総合口座取引の

普通預金ならびに利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。）につ

いてカード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます（以下「カード」

といいます。）。 

（２）本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座（以下

「当該口座」といいます。）の預金者本人に限ります。 

（３）本サービスは当社が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用でき

ることとします。 

したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービス

をご利用いただけません。 

 

２．利用方法等 

（１）本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯

罪収益移転防止法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関

もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端

末機（以下「端末機」といいます。）に読み取らせ、端末機にカードの暗証番

号と必要項目を第三者（収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みま

す。）に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 

（２）次のときには、本サービスを利用することはできません。 

①停電、故障等により端末機による取扱いができないとき 

②収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受

ける役務等が、預金口座振替による支払を受けることができないと収納金融

機関が定めた商品または役務等に該当するとき 

（３）次のときには、本サービスにおいてカードを利用することはできません。 

①当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力したとき 

②カード（磁気ストライプの電磁的記録を含みます。）が破損しているとき 

③自らが本サービスの停止を申し出たとき 

（４）当社が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日ま

たは時間帯は、本サービスを利用することはできません。 

（５）本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末によ

り印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただい

たうえで大切に保管してください。 

 

３．預金口座振替契約等 

（１）当社が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを

当社が交付したものとして手続のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号

の一致を確認したときに、当社と預金者との間で、契約が解除されるまでの

間、収納機関から当社に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知す
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ることなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約（以下「預金口座振替

契約」といいます。）が成立したものとします。 

預金口座振替契約が成立したとき、当社は、普通預金規定にかかわらず、預金

者から預金通帳ならびに払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求

書記載の金額を引き落とすことができるものとします。 

（２）収納機関の指定する振替日（当日が当社の休業日にあたるときは翌営業日）に

おいて請求書記載金額が当該口座の支払可能金額（当座貸越「総合口座取引に

よる当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超え

るときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。 

 

４．預金口座振替契約の解約 

（１）預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当社へ所定の手続により届け

出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請

求書の送付がない等相当の事由があるときは、当社は預金者に通知することな

く預金口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとしま

す。 

（２）前記３．（１）にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した

当日中に預金口座振替契約を解約するときには、預金者が本サービスの申込み

を行なった収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に基づく本

人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカード

の暗証番号と必要項目を第三者（収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含

みます。）に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解

約依頼電文を送信してください。当社が当該解約依頼電文を受信したときに限

り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金

口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約は

できません。 

（３）前記（２）において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に

預金口座振替契約の解約ができないときには、届出の印鑑を持参のうえ当社本

支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行なってください（カードによ

る解約依頼はできません。）。 

（４）解約手続を行なう前に収納機関より送付された請求書は、前記３．により預金

口座振替契約が成立したものとして取り扱います。 

 

５．本サービスを利用する機能を停止するとき 

本サービスを利用する機能は、当社所定の手続により当社本支店へ申し出ることによ

り停止することができます。 

当社がこの申出を受けたときは、ただちに本サービスを利用する機能を停止する措置

を講じます。この申出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いませ

ん。 

 

６．免責事項 

（１）当社が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカード

を当社が交付したものとして手続し、入力された暗証番号と届出の暗証番号と

の一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番

号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた

損害については、当社は責任を負いません。ただし、この預金口座振替契約の

受付が偽造カードによるものであり、カードならびに暗証番号の管理について

預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当社が確認できたときの当社の
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責任についてはこの限りではありません。 

（２）本サービスについて仮に紛議が生じても、当社の責めによるときを除き、当社

は一切の責任を負わないものとします。 

 

７．規定の準用 

この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがあるときには、カード規定に

より取り扱います。 

 

８．規定の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更

する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容につ

いて当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これ

を変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 

 

以上 

（ 2020年 4月 1日現在） 
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スルガ Visa デビットカード会員規約 
 

第１条（会員） 

１．スルガ銀行株式会社（以下｢当社｣という。）に普通預金（総合口座取引の普通預金

を含む。）口座を開設し、本規約を承認のうえ、当社が運営するデビットカード取

引システム（以下｢カードシステム｣という。）への入会を申し込まれた方で、当社

が入会を承認した方を本会員とします。 

２．本会員が自己の代理人として指定し、本規約に関する一切の責任（本会員に帰属す

るものは除く。）を負うことを承認のうえ、入会を申し込まれた当該本会員の家族

で、当社が入会を承認した方を家族会員とします。 

３．本会員と家族会員を併せて会員といいます。 

４．家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員

資格を喪失するものとします。 

５．本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取り消すときは、第１３条第３項

に定める所定の方法により届け出るものとし、本会員は、この届出以前には家族会

員の代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。 

６．本会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。 

 

第２条（適用範囲） 

本規約においてデビット取引とは、本会員がカードシステムの決済口座として前条第１

項に定める普通預金口座（以下｢預金口座｣という。）を設定したうえ、次の各号に定め

る加盟店（以下｢加盟店｣という。）において、会員が当該加盟店から商品を購入または

役務の提供を受けることに伴い（以下｢売買取引｣という。）、本会員に発生する当該加

盟店に対する債務（以下｢売買取引債務｣という。）を、預金口座から預金を引き落とす

ことによって弁済する取引をいい、各種提携カードを含めデビット取引を行なうために

提示するカードをＶｉｓａデビットカード（以下｢カード｣という。）といいます。デビ

ット取引ならびにデビット取引に付随して発生する取引については、本規約を適用しま

す。ただし、当社が適当でないと判断した加盟店については、この限りではありません。 

（１） 当社の加盟店。 

（２） 当社と提携のクレジット会社の加盟店(以下｢提携クレジット会社｣という）。 

（３） Ｖｉｓａと提携した金融機関・クレジット会社の加盟店。 

 

第３条（カードの発行と管理） 

１．当社は、会員に対し、当社が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等（以下｢カ

ード情報｣という。）を表示したカード（このうち家族会員に貸与されるカードを

｢家族カード｣という。）を貸与します。 

２．会員は、当社からカードを貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署

をするものとします。 

３．カードは、カード裏面の署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとしま

す。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードならびにカード情報を使

用・管理するものとします。 

４．カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡および質

入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用

させることは一切できないものとします。 

５．家族会員による家族カードならびにカード情報の利用は、すべて本会員の代理人と

しての利用となり、当該家族カードならびにカード情報の利用に基づく一切の売買

取引債務は、本会員に帰属するものとします。このとき、家族会員は、本会員が当

社に対し家族カードの利用内容・利用状況等を問い合わせしたとき、当社が本会員
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に家族カードの利用内容・利用状況等を開示することをあらかじめ承諾するものと

します。 

６．本会員は、自ら本規約を遵守するほか、家族会員に対し本規約を遵守させるものと

し、家族会員が本規約に違反したことによる損害（本条第２項、第３項、第４項の

違反に伴う損害を含むが、これに限られない。）については、当該本会員がその責

を負うものとします。 

７．当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、ま

たはそのおそれがあると判断したとき、会員に通知することなく会員のカードを無

効とすることができるものとします。カードが無効になったときにおいて、会員が、

当社の行なう不正使用に関する調査に協力し、当社所定の方法により本人利用確認

ができたときには、当社は当該無効登録を解除し、また、本人利用確認ができない

ときでも、当社が認めたときには、当社は当該会員に対し新たにカードを発行する

ことができるものとします。 

８．カードの種類や発行体系により別途特約があるときは、その特約に従うものとしま

す。 

 

第４条（カードの有効期限） 

１．カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までと

します。 

２．カードの有効期限までに退会の申出がない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会

員として認める方に対し、有効期限を更新した新カードと会員規約書面を送付しま

す。 

３．カードの有効期限内であっても、発行後１年間利用がない等の理由により当社が必

要と判断したときは、カード機能を停止したうえでキャッシュカードへの切替を行

なうことができるものとします。 

４．有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経

過後あるいは第１２条に定める会員資格の取消しとなった後においても本規約を適

用するものとします。 

第５条（暗証番号、パスワード） 

１．会員はカードの暗証番号（４桁の数字）を当社に登録するものとします。 

２．会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を変更できるものとします。ただ

し、ＩＣカード（ＩＣチップを搭載したカード）の暗証番号を変更するときは、カ

ードの再発行手続が必要となります。 

３．当社は、当社所定の方法により電話取引用のパスワード（４桁の数字）を登録し、

会員に通知するものとします。会員は、当社所定の方法により電話取引用のパスワ

ードを変更できるものとします。電話取引の内容は第１８条第１項に定めるものと

します。 

４．当社は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワード（６〜１５桁の

英数字）を登録し、会員に通知するものとします。会員は、当社所定の方法により

インターネット取引用のパスワードを変更できるものとします。インターネット取

引の内容は第１８条第１項に定めるものとします。 

５．会員は、本条第１項に定める暗証番号ならびに第３項および第４項に定めるパスワ

ードについて新規登録あるいは変更するとき、｢００００｣、｢９９９９｣等の同一数

字全桁または生年月日、電話番号等第三者に容易に推測される番号は設定できない

ものとします。 

６．会員は、カードの暗証番号、電話取引用のパスワード、インターネット取引用のパ

スワードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものと

します。当社に責のあるときを除き、本会員はこれら登録された暗証番号ならびに
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パスワードが使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己でその責を負

うものとします。 

 

第６条（カードの利用方法） 

１．会員は、加盟店にカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機（以下

｢端末機｣という。）にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と

同じ署名を行なうことにより、売買取引を行なうことができます。なお、当社が適

当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することにより売買取引を行

なうことができます。Ｖｉｓａマークのある加盟店でご利用いただけます。ただし、

加盟店であっても提供する商品（サービス含む）により、Ｖｉｓａカード決済がで

きないこともあります。また、各国の法令などによりＶｉｓａカード決済が制限さ

れるときもございます。 

２．コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって取引を行なう加盟店

において売買取引を行なうときには、会員は、カードの提示、売上票への署名に代

えて、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当社が適当と認める方

法により、売買取引を行なうことができます。また、通信販売等を行なう加盟店に

おいて売買取引を行なうときには、会員は、カード情報をファックスやハガキで当

該加盟店に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引を行なうことがで

きます。 

３．カードがＩＣカード（ＩＣチップを搭載したカード）のときで、当社が指定する加

盟店において売買取引を行なうときには、会員は、売上票への署名に代えて、当該

加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社が適当と認め

る方法により、売買取引を行なうことができます。ただし、端末機の故障等のとき、

または別途当社が適当と認める方法を定めているときには、ほかの方法でカードを

利用していただくことがあります。 

４．会員は、当社が適当と認めたときには、会員がカード情報を事前に加盟店に登録す

る方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手

段としてカードを利用することができます。このとき、会員は自身の責任において

カード情報を事前に加盟店に登録するものとし、カードの再発行や更新、種別変更

等により、当該登録内容に変更があったとき、退会または会員資格の取消し等によ

り会員資格を喪失したときは、会員がその旨を当該加盟店に通知し、決済手段の変

更手続を行なうものとします。また、当社が必要であると判断したときに、会員に

代わって当社がカード情報の変更ならびにカードの無効情報等を加盟店に対して通

知するときがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。 

５．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を得るものとします。ただし、

利用金額・購入商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りでは

ありません。このとき、会員は、加盟店が当社に対してカード利用に関する照会を

行なうことをあらかじめ承諾するものとします。 

６．会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当社が適当でないと判断した

とき、当社はカードの利用をお断わりすることができるものとします。また、貴金

属・金券類・パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあ

ります。 

７．当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した

とき、会員のカード利用を保留またはお断わりすることがあります。このとき、会

員は、当社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行なうこ

とをあらかじめ承諾するものとします。 

８．会員は、カードの利用による売買取引上の紛議が生じたとき、会員と加盟店との間

において協議、解決するものとします。当社は、売買取引等に関して一切責任を負
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わず、またその内容について調査等を行なう責任も負いません。また、カードの利

用により加盟店と取引した後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消すと

きは、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 

９．会員は、売買取引の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サー

ビス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当社に開

示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の

事前の承諾を得たときのみ開示されるものとします。 

１０．会員は、本条の定めに関わらず、当社が必要と認めたとき、カードの利用を制限

されるときがあることを承諾するものとします。また、カードシステム、通信回線、

端末機のメンテナンスや故障・障害等のときには、カード利用ができないときがあ

ることを承諾するものとします。当社は、これらにより会員に損害等が生じたとし

ても、何ら責任を負わないものとします。 

１１．会員は、当社が適当でないと判断した加盟店において、カード利用できない事を

あらかじめ承諾するものとします。 

 

第７条（デビット取引の利用限度額） 

デビット取引は、預金口座の預金残高（総合口座規定に基づく当座貸越の限度額ならび

に自動貸越サービス規定に基づく貸越極度額を含む。）を超えて利用することはできま

せん。ただし第１０条第１項ないし第３項に該当するときは除きます。 

 

第８条（デビット取引の決済方法） 

１．会員が第６条第１項ないし第４項に基づいて、加盟店と売買取引を行なったとき、

加盟店は当該カード情報を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当

社と加盟店を結ぶ加盟店設置の端末機またはコンピューターに取引承認を表わす電

文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを条件と

してデビット取引が成立するものとします。このとき、当社に対して売買取引債務

相当額の預金引き落としの指示ならびに当該引落預金による売買取引債務の弁済委

託がなされたものとみなし、加盟店からのデビット取引に伴う利用情報（以下｢利

用情報｣という。）に基づき、即時に売買取引債務相当額を預金口座から引き落と

します。（以下この手続を｢保留手続｣、保留された売買取引債務相当額を｢保留額｣

という。） 

２．前項に定める保留手続については、通帳ならびに払戻請求書の提出は不要とします。 

３．加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れたとき、当社は、当該利用情報

の到達時点をもって保留手続を行なうものとします。 

４．本条第 1 項に定める保留手続完了後、当社は加盟店からデビット取引に伴う売上確

定情報（以下｢売上確定情報｣という。）が到着した時点をもって、保留額から売買

取引債務相当額を加盟店に支払います。 

５．加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達したと

き、当社は当該売上確定情報の到達時点をもって保留手続と加盟店への支払を行な

います。また、第６条第４項により、カード情報を事前に加盟店に登録する方法に

より、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として

カードを利用するときには、売上確定情報のみが到達し、当該売上確定情報の到達

時点をもって加盟店への支払を行ないます。 

６．会員が保留手続完了後、返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたとき、

当社は後日、所定の手続により保留額を本会員の預金口座に返金します。 

７．会員が売上確定情報到達後、返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたと

き、当社は後日、加盟店からの売上確定取消情報到達後に、当該取消情報に基づく

相当額を、本会員の預金口座に返金します。 
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８．保留手続完了後、加盟店から売上確定情報が到達しないとき、当社は一定期間経過

後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定

情報が到達したときは、当該売上確定情報到達時点をもって再度売買取引債務相当

額の保留手続を行ない、加盟店への支払を行ないます。 

９．会員は、本条第６項ないし第８項の返金については当社所定の日数がかかることを

あらかじめ同意するものとします。また、第７条の自動貸越サービス規定に基づく

貸越極度額を利用していたとしても、当社は普通預金に返金するものとします。 

 

第９条（海外利用代金の決済レート等） 

１．海外でのカード利用代金については、外貨を Visaの決済センターにおいて集中決済

された時点での Visaの指定するレートに、当社所定の手数料（海外取引関係事務処

理経費に相当する手数料とする。）を加えたレートで円貨に換算します。 

２．会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルしたときの返金についても、

前項と同様に外貨をＶｉｓａの決済センターにおいて集中決済された時点でのＶｉ

ｓａの指定するレートに、当社所定の手数料（海外取引関係事務処理経費に相当す

る手数料とする。）を加えたレートで円貨に換算します。 

３．会員は、海外におけるデビット取引について、外国為替ならびに外国貿易管理に関

する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と

判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出す

ることとします。また、当社判断により、デビット取引の利用を制限または停止す

るときがあることに、あらかじめ同意するものとします。 

 

第１０条（預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等） 

１．当社カードシステムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用

情報の売買取引債務相当額が、カードシステム稼動後に保留手続を行なう際の預金

口座の残高を上回っていたとき、当社は、当該利用情報に基づく保留手続を行なわ

ず、売買代金に相当する額の全額を加盟店あるいは当社と加盟店が適当と認めた第

三者に立替払いしたうえで、本会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するもの

とします。 

２．加盟店の売上処理手続等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引債務

相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていたとき、当社は一旦保留額を本会員

の預金口座に返金したうえで、売上確定情報に基づく売買取引債務相当額を預金口

座から引き落とします。この際に、本会員の預金口座の残高が、売上確定情報に基

づく売買取引債務相当額を下回っていたとき、当社は、売買代金に相当する額の全

額を加盟店あるいは当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、本

会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するものとします。 

３．第８条第５項において本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引債

務相当額を下回っていたとき、当社は、売買代金に相当する額の全額を加盟店ある

いは当社と加盟店が適当と認めた第三者に立替払いしたうえで、本会員に対し、当

該立替払代金の弁済を請求するものとします。 

４．前３項に定める立替払代金の弁済が完了していないものがあるとき、有効期限経過

後あるいは第１２条に定める会員資格の取消しとなった後あるいは第１３条に定め

る退会等となった後であっても、本会員はただちにその弁済をしなければならない

ものとします。 

５．会員が、本条第１項ないし第３項に定める当該立替払代金を弁済しなければならな

いときは、当社はその債務と当社に対する本会員の預金その他の債権とを、その債

権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。 

６．本条第１項ないし第３項に定める立替払代金の弁済が完了するまで、会員がカード
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利用により購入した商品の所有権は当社に帰属するものとします。 

 

第１１条（当社の債権譲渡） 

本会員は、当社が会員に対して有する立替払代金債権を第三者に譲渡することについて、

あらかじめ異議なく承諾するものとします。 

 

第１２条（カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消し） 

１．当社は、本会員が第１０条に定める立替払代金の弁済を怠る等本規約に違反したと

き、あるいは違反するおそれがあるとき、その他当社が必要と判断したときには、

次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。 

（１） カード利用の停止。 

（２） カード貸与の停止ならびにカードの返却請求。 

（３） 加盟店等に対する当該カードの無効通知。 

２．前項各号の措置は、加盟店等を通じて行なわれるほか、当社所定の方法により行な

うものとします。 

３．本会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他当社が本会員として不適当と

認めたときには、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すこ

とができます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを当社へ

返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。 

（１） 当社への届出事項に関して届出を怠ったとき。 

（２） 当社への届出事項に関して虚偽の申告をしたとき。 

（３） 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。 

（４） 第１０条に定める立替払代金の弁済を怠ったとき。 

（５） 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。 

（６） 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（７） 預金その他の当社に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送

されたとき。 

（８） カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断したとき。 

４．本会員が、本条第１項ならびに第３項に該当したときには、家族会員も同様の措置

を受けることとなります。 

 

第１３条（退会等） 

１．本会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。このとき、本会

員は、当社の指示に従ってただちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れ

て破棄するものとします。 

２．本会員が退会したときには、家族会員も同様に退会となります。 

３．家族会員のみが退会するとき、あるいは本会員が家族会員に対する代理人の指定を

撤回・取り消すときは、退会、または代理人の指定を撤回・取り消す当該家族会員

のカードを添え、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。 

 

第１４条（カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん） 

１．会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードならびにカード情

報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の売

買取引債務については本規約を適用し、すべて本会員が責を負うものとします。 

２．前項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実を速やかに当社へ直接

電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ当社所定の方法で指定期間

内に必要な手続をしたときは、当社がその連絡を受理した日を含めて６１日前まで

さかのぼり、当社は、その後に発生した損害について補てんします。ただし、次の
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各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき、当社は、その損害を補てんいた

しません。 

（１） 紛失・盗難、偽造・変造が会員の故意または重大な過失によって生じたとき。 

（２） 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする

者等、会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用した

とき。 

（３） 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じたとき。 

（４） カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。 

（５） カードが他人に譲与・貸与または担保差入れされているときに行なわれたカー

ドの不正使用。 

（６） 当社所定の書類ならびに手続に必要な書類の提出を拒む、または当社指定期間

内に提出がないときや提出したこれら書類の内容に不備・虚偽があるとき。 

（７） 当社ならびに保険会社等が行なう不正使用被害調査に協力しないとき。 

（８） その他本規約に違反しているとき。 

 

第１５条（カードの再発行） 

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により会員が当社所定の届出を行ない、当

社が適当と認めたときに限り、カードを再発行します。このとき、本会員は当社所定の

カード再発行手数料を支払うものとします。 

 

第１６条（利用明細） 

当社は、デビット取引の性質に鑑みたうえで利用明細を発行しないものとし、第１０条

第１項ないし第３項に定めるデビット取引の決済不能等が発生したときも同様とします。

ただし、会員から当社所定の方法にて依頼があったときには、本会員の届出住所に利用

明細を送付するものとします。そのとき、本会員は当社所定の利用明細発行手数料を支

払うものとします。 

 

第１７条（届出事項の変更） 

１．会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番

号・パスワード・決済口座・家族会員等の事項について変更が生じたとき、その他

当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出る

ものとします。 

２．前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書

類その他の物が延着または未着となったときは、通常到着すべきときに会員に到着

したものとみなします。ただし、届出を行なわなかったことについてやむを得ない

事情があるときは、この限りではないものとします。 

 

第１８条（電話またはインターネット等による取引） 

１．会員は、当社が定める所定のサービス等の申込み、当社への照会、前条第１項に定

める届出等を電話またはインターネット等により行なうことができるものとします。 

２．会員は、前項の取引を行なうとき、原則として第５条第３項により登録した電話取

引用のパスワード、第５条第４項により登録したインターネット取引用のパスワー

ドを用い、または当社が別に定めた方法によって行なうものとし、その内容は録音

または記録され、当社に相当期間保存されるものとします。 

 

第１９条（利用確認メール） 

１．会員は、インターネットバンキング用とは別に、当社所定の方法でＶｉｓａデビッ

ト用のメールアドレスを登録することにより利用確認メールを受け取ることができ
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ます。当社は、取引の成立にかかわらず、利用確認メールを配信するものとします。 

２．当社は、加盟店から受領した加盟店名・利用金額等利用内容を利用確認メールに表

示します。また当社がサービス向上やセキュリティ向上のために利用確認メールの

表示項目を随時変更することに、会員はあらかじめ同意するものとします。 

３．会員は、利用確認メールの配信を希望しないときは、当社所定の方法により配信を

停止できるものとします。 

４．当社は配信した利用確認メールが、当社所定の回数以上未達となったとき、会員に

通知することなく利用確認メールの配信を停止します。なお、当社所定の方法でＶ

ｉｓａデビット用のメールアドレスを登録するまで利用確認メールの配信を行ない

ません。また、当社は、「利用確認メール」の配信ならびに配信停止に伴う会員の

不利益について一切責任を負わないものとします。 

 

第２０条（合意管轄裁判所） 

会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、会員の

住所地、商品等の購入地および当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所

または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

第２１条（準拠法） 

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 

 

第２２条（規約の変更・承認・準用） 

１．法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規約を変

更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容

について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、

これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されま

す。 

２．本規約に特段の定めがないとき、預金口座の機能については、当社の普通預金規定、

総合口座取引規定、自動貸越サービス取引規定、キャッシュカード規定を準用する

ものとします。 

 

以 上 

(2020 年 4月 1日現在) 
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個人情報の取扱いに関する同意条項 
 

＜本同意条項は、スルガＶｉｓａデビットカード会員規約（以下｢会員規約｣という。）の

一部を構成します。＞ 

 

第１条（個人情報の収集・保有・利用） 

１．会員ならびに入会申込者（以下総称して｢会員等｣という。）は、会員規約（入会申

込みを含む。以下同じ) を含む当社との取引の判断、入会後の管理、付帯サービス

提供のため、次の各号に定める会員等の情報（以下｢個人情報｣という。）を当社が

保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、入会後の

管理には、カードの利用確認、デビット取引の案内（決済不能時における売買取引

債務相当額の決済依頼を含む。）をすることならびに連絡先の確認のために利用す

ることを含むものとします。 

（１） 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、

住居状況、決済口座等、会員等が当社へ入会申込みにあたって届け出た事項な

らびに会員規約に基づき会員等が当社に届け出た事項および電話等により問い

合わせをして当社が知り得た事項。 

（２） 入会申込日、契約日、会員番号、カード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、

商品名、契約額、利用限度額、当社と会員等との間の契約に関する事項。 

（３） 会員の利用明細、利用状況および決済状況。 

（４） 会員等が当社への入会申込みにあたって届け出た資産、収入、負債および当社

との交渉履歴。 

（５） 会員等が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口

座等の不正な利用の防止に関する法律（以下｢犯罪収益移転防止法｣という。）

および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記

載事項。 

（６） 当社が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公

的機関が発行する書類の記載事項。 

（７） インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されて

いる情報。 

（８） 当社での本人確認状況。 

２．会員等は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意

します。なお、具体的な事業内容については、当社のホームページ等で案内してい

ます。 

（１） デビット関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。 

（２） デビット関連事業における市場調査、商品開発。 

（３） デビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営

業活動。 

（４） 提携加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付。 

（５） 預金業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの

受付。 

（６） 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商品・サービスの利用資

格の確認。 

（７） 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービス

の研究、開発。 

（８） ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案。 

３．会員は、会員資格を喪失する等、退会した後においても当社が適当と認める期間中

は、本同意条項が適用されることに同意します。 
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第２条（業務委託に伴う個人情報の預託） 

当社は、前条第１項ならびに第２項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または

全部を業務委託先に委託するとき、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委

託先に預託します。 

当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。 

 

第３条（債権譲渡先への個人情報の提供） 

当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡するとき、保護措置を講じたうえで、当該会

員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を

管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づ

く当該会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲

渡先からさらに再譲渡されるときには、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従う

ものとします。 

 

第４条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．会員等は、当社ならびに当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定める

ところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。な

お、当社への開示請求は、第９条第３項記載の窓口にご連絡ください。また、開示

請求手続については、当社のホームページ等でお知らせしております。 

２．開示請求の結果、当社が保有するデビット取引に関する個人情報について、万一登

録内容が不正確または誤りであることが判明したときには、当社は、すみやかに訂

正または削除に応じるものとします。 

 

第５条（個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意のとき） 

当社は、会員等がカードの入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しないとき、ま

たは本同意条項（変更後のものを含む。）の内容の全部もしくは一部を承諾できないと

き、入会をお断わりすることや、退会の手続をとることがあります。ただし、第１条第

２項に同意しないときでも、これを理由に入会をお断わりすることや、退会の手続をと

ることはありません。 

 

第６条（利用・提供中止の申出） 

会員が、第１条第２項に関する個人情報の利用に関して中止を申し出たとき、当社は、

カードまたはご利用代金明細書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これ

を中止するものとします。なお、中止の申出は、第９条第３項記載の窓口にご連絡くだ

さい。 

 

第７条（契約不成立時の個人情報の利用・提供） 

当社と会員等との契約が不成立のときであっても、当社は、会員等が当社に入会申込み

をした事実を契約不成立の理由の如何を問わず、第１条に基づき、一定期間利用・提供

しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。 

 

第８条（同意条項の変更） 

本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 

 

第９条（お問い合わせの窓口等） 

１．購入した商品等に関するお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店に

ご連絡ください。 
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２．デビットカードの商品性や利用方法に関するお問い合わせは下記の当社窓口までお

願いします。 

●スルガ銀行株式会社 Ｖｉｓａカードデスク   

０５７０－０２２－２８９ 

３．個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は

下記の当社窓口までお願いします。 

●スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター  

０１２０ − ７０７ − １９３ 

 

以上 

(2020 年 4月 1日現在) 
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スルガ Visa デビット一体型カード特約 
 

第１条（スルガＶｉｓａデビット一体型カード） 

１．スルガＶｉｓａデビット一体型カードならびに各種提携一体型カード（以下｢本カー

ド｣という。）とは、スルガ銀行株式会社（以下｢当社｣という。）の普通預金のキャ

ッシュカードとしての機能（｢キャッシュカード規定｣により定められた機能をいい、

以下｢キャッシュカード機能｣という。）と当社のデビットカードとしての機能（｢ス

ルガＶｉｓａデビットカード会員規約｣により定められた機能をいい、以下｢デビッ

トカード機能｣という。）を一体化し、双方の機能を１枚で提供するカードのことを

いいます。 

２．｢普通預金規定｣、｢キャッシュカード規定｣、｢スルガＶｉｓａデビットカード会員規

約｣および｢スルガＶｉｓａデビット一体型カード特約（以下｢本特約｣という。）｣を

承認のうえ、当社に一体型カードの利用を申し込み、当社が認めた方（以下｢利用

者｣という。）に対し、当社は、｢キャッシュカード規定｣により発行されるキャッシ

ュカード（以下｢キャッシュカード（普通預金）｣という。）ならびに｢スルガＶｉｓ

ａデビットカード会員規約｣により発行されるデビットカード（以下｢Ｖｉｓａデビ

ットカード｣という。）に代えて本カードを発行し、貸与します。 

３．デビットカード機能の売買取引債務を決済する預金口座（以下｢決済口座｣という。）

は、本カードの普通預金口座とします。 

 

第２条（本カードの所有権） 

１．本カードの所有権は、当社に帰属します。 

２．利用者は、本カードを他人に譲渡、質入れしてはならず、また他人に貸与、占有ま

たは使用させることはできないものとします。 

 

第３条（本カードの発行） 

本カードの発行は、当社、あるいは当社が指定する第三者に委託して行なうものとしま

す。 

 

第４条（有効期限） 

１．本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の月末

までとします。 

２．当社は、本カード有効期限までに退会の申出がない利用者で、かつ当社が引き続き

利用者として認めるとき、有効期限を更新した新たなカードを発行します。 

３．本カードの有効期限内であっても、発行後１年間利用がない等の理由により当社が

必要と判断したときは、単体のキャッシュカード（普通預金）への切替を行なうこ

とができるものとします。 

 

第５条（紛失・盗難等） 

１．利用者は、本カードが紛失・盗難、偽造・変造等（以下総称して｢紛失等｣という。）

にあったときには、ただちにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届出を行な

うものとします。 

２．紛失等の通知を当社が受けたときには、すみやかにキャッシュカード機能ならびに

デビットカード機能の両方を停止するものとします。 

３．利用者は、本カードが紛失等にあったときには、本条第１項の通知のほか、当社所

定の方法により届出を行なうものとします。 

４．本カードの紛失等により生じた損害の処理について、キャッシュカード機能におい

ては利用者と当社の間で｢キャッシュカード規定｣が適用され、デビットカード機能
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においては利用者と当社の間で｢スルガＶｉｓａデビットカード会員規約｣がそれぞ

れ適用されるものとします。 

 

第６条（届出事項の変更） 

１．住所、氏名、電話番号、勤務先等に変更があったときには、利用者は遅滞なく当社

所定の方法により届出を行なうものとします。 

２．前項のうち、氏名に変更があったとき、本カードを併せて当社に提出するものとし

ます。なお、新カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくな

りますが、これに伴う不利益・損害等については、当社は責任を負わないものとし

ます。 

 

第７条（種別変更等） 

１．利用者は、本カードのデビットカード機能のうち、カード種別の変更を申し込むと

きには、当社所定の書面を提出するものとします。 

２．前項のときに、新たなカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機

能等ならびにデビットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・

損害等については、当社は責任を負わないものとします。 

 

第８条（デビットカード機能の一時停止） 

１．利用者が本特約または｢スルガＶｉｓａデビットカード会員規約｣に違反し、もしく

は違反するおそれがあるときには、当社はデビットカード機能を一時停止または会

員資格の取消しをすることができるものとします。 

２．当社が前項によりデビットカード機能の一時停止を行なったときならびに｢スルガＶ

ｉｓａデビットカード会員規約｣に定める会員資格の取消しを行なったとき（以下総

称して｢一時停止等｣といいます。）には、同時にキャッシュカード機能も利用でき

なくなるものとします。このとき、当社は、新たにキャッシュカード（普通預金）

等のカードを会員に発行し貸与することができるものとします。 

３．一時停止等のときに当社から新たに当社所定のカードが発行されるまでの間、利用

者はキャッシュカード機能等を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害

等については、当社は責任を負わないものとします。 

４．一時停止等のときには、当社は利用者に事前の通知・催告等をすることなく、当社

指定の現金自動預入支払機や当社グループの加盟店等を通じて、本カードを回収で

きるものとします。利用者は当社から本カード回収の要求があったときには、異議

なくこれに応じるものとします。 

 

第９条（再発行手数料） 

１．本カードの再発行を申し込むときは、当社所定の方法で手続するものとします。 

２．当社が前項に定める本カードの再発行に応じるときは、当社所定の手続を行なった

後に再発行するものとします。 

３．本条第１項に定める本カードが再発行されるときには、利用者は当社所定の手数料

を支払うものとします。 

 

第１０条（情報の管理ならびに同意） 

１．利用者は、当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カードの取扱い

に必要な範囲において預金口座番号、Ｖｉｓａデビットカード会員番号等の利用者

情報を提供することについてあらかじめ同意するものとします。 

２．利用者は、当社と当社が情報処理・事務処理を委託する会社との間において、利用

者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行なわれること
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についてあらかじめ同意するものとします。 

 

第１１条（規定の準用） 

本特約に定めのないときは、本カードのキャッシュカード機能については、｢普通預金

規定｣、｢キャッシュカード規定｣を、デビットカード機能については、｢スルガＶｉｓａ

デビットカード会員規約｣を準用するものとします。 

 

第１２条（特約の変更） 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この特約を変更す

る必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について

当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更

できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 

以上 

(2020 年 4月 1日現在) 

 


